
平
成
三
十
年
三
月
九
日
提
出

質
問
第
一
三
六
号

元
近
畿
財
務
局
管
財
部
長
の
天
下
り
先
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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元
近
畿
財
務
局
管
財
部
長
の
天
下
り
先
に
関
す
る
質
問
主
意
書

森
友
学
園
を
巡
る
決
裁
文
書
の
書
き
換
え
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
文
書
の
決
裁
が
行
わ
れ
た
当
時
の
近
畿
財
務

局
管
財
部
長
、
小
堀
敏
久
氏
は
現
在
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
の
四
省
庁
が
所
管
す
る
独

立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
常
務
参
与
に
就
い
て
い
ま
す
。

現
在
、
国
家
公
務
員
Ｏ
Ｂ
で
水
資
源
機
構
の
理
事
に
就
い
て
い
る
の
は
国
土
交
通
省
と
農
林
水
産
省
の
Ｏ
Ｂ
の
み
で
、
所
管

外
の
財
務
省
出
身
者
が
入
る
こ
と
は
異
例
だ
と
考
え
ま
す
。

以
下
質
問
し
ま
す
。

一

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
に
、
こ
れ
ま
で
財
務
省
出
身
者
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

二

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
役
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

常
務
参
与
と
い
う
職
は
過
去
五
年
間
、
空
席
だ
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、
今
回
、
常
務
参
与
を
再
び
置
く
こ
と
に
な
っ
た
理

由
は
何
で
す
か
。
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。

四

水
資
源
機
構
が
小
堀
氏
を
常
務
参
与
と
し
て
迎
え
入
れ
る
判
断
を
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を

お
答
え
く
だ
さ
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


